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自転車通学者および高校生の自転車マナーについての注意点 

１ 本校の自転車通学の許可基準 

(1) 通学距離が本校より半径 1.5Km以上。 

(2) カッパを必ず持っている。（カッパ内側に記名してあること。） 

(3) 自転車は安全に留意し整備してある。 

(4) ヘルメットを所有し、着用に努める。 

２ 交通事故時の対応について（安全確保、怪我対応が最優先） 

(1) 自分自身が対応可能である場合については、必ず相手の運転者の住所・氏名・電話番号を聞き、

メモをして学校か自宅へ連絡をする。  

(2) 加害者になった場合は学校か自宅、警察へ至急連絡をし、一刻も早く病院へ連れて行く。自分の

手に負えない場合は、近くの人に助けを求め、状況に応じて救急車を呼ぶ。 

３ 自転車の安全で適正な利用に関する条例（令和３年１０月１日施行） 

(1) 自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。 

(2) ヘルメットを着用するよう努める（色や形の指定は特にない）。 

４ 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認を怠らない。 

５ 車道走行が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者優先。 

６ ステッカーは後輪泥よけ下部のよく見えるところへ貼る。 

７ 学校では、自分の学年の指定された自転車置き場に駐輪する。 

８ 部活動で登録した自転車については必ず体育館の決められた駐輪場所に停めること。 

９ ＪＲ刈谷駅の駐輪場は「第４自転車駐車場」を必ず利用する（下図参照）。 

10 令和 8年 4月より導入された自転車における交通会反則通告制度（青切符）の内容を把

握し、ルールを遵守する。 

 

◎ＪＲ刈谷駅の駐輪場「第４自転車駐車場」について 

１ ＪＲ刈谷駅南口の「第１・第２自転

車駐車場」は，休日に高校生の自転車

が自転車駐車場に残るため，多くの

高齢者の方が利用できない状況が発

生している。このような事態を回避

するため、自転車をＪＲ刈谷駅に駐

輪するときには施錠を必ずし、「第４

自転車駐車場（左図参照）」を利用す

る。 

２ 通塾（塾専用の駐輪場所が無い場

合）や刈谷駅付近に用事がある場合

についても「第４自転車駐車場」を利

用する。 

 



・主な罰則行為  

出典：愛知県交通安全協会 

・自転車ヘルメット着用による効果 

 

自転車事故における損傷は頭部が最も多く、ヘルメット着用により致死率を下げる効果があるという

データが出ています。愛知県は他県に比べ、着用率は決して高くなく、「髪型が乱れる。」、「みんな着け

てないから。」「ダサい。」などが理由として挙げられていますが、皆さんの命を守る大事なものです。

各々着用に努めるようしてください。 

出典：警視庁 HP 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/helmet.html 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/helmet.html

